
 

中小企業カーボンニュートラル推進支援補助金  

よくある質問  

２  省エネ・再エネ設備の導入について 

目次  

Ｑ２‐１  省エネ・再エネ設備はどういったものが対象になりますか。  

Ｑ２‐２  省エネ・再エネ設備の補助対象経費を詳しく教えて下さい。  

Ｑ２‐３  消費税、振込手数料は経費に含めて問題ありませんか。  

Ｑ２‐４  省エネ診断を実施していない事業所で省エネ・再エネ設備を導入しましたが、

導入設備は補助対象になりますか。  

Ｑ２‐５  インターネットで出来るセルフ省エネ診断に基づいて省エネ・再エネ設備を導

入しますが、補助対象になりますか。  

Ｑ２‐６  自社社員が行った省エネ診断に基づいて省エネ・再エネ設備を導入しますが、

補助対象になりますか。  

Ｑ２‐７  省エネ診断の改善案に記載がない省エネ・再エネ設備を導入しますが、補助対

象になりますか。  

Ｑ２‐８  令和４年に受診した省エネ診断に基づいて令和４年度中に既に設備を導入しま

したが、補助対象になりますか。  

Ｑ２‐９  中古品又はリース契約に基づき導入した設備は対象になりますか。  

Ｑ２‐１０  自社の子会社から購入した設備は対象になりますか。  

Ｑ２‐１１  工場を新設した場合は、対象になりますか。  

Ｑ２‐１２  社用車を電気自動車に替えたいのですが、対象になりますか。  

Ｑ２‐１３  省エネ診断後、太陽光発電を導入しますが、注意点はありますか？  

Ｑ２‐１４  １年度内に何回申請することができますか。  

Ｑ２‐１５  いつまでに設備を導入する必要がありますか  

Ｑ２‐１６  国等の補助金・助成金を申請していても市の補助金は受けられますか。  

Ｑ２‐１７  併用できる国の補助金は何がありますか？  

Ｑ２‐１８  この補助金の交付を受けた設備に対し、何か制限はありますか？  

Ｑ２‐１９  ノートＰＣ、家庭用プリンターは補助対象になりますか。  



 
 

Ｑ２‐２０  DIY 品は補助対象になりますか。  

Ｑ２‐２１  デマンドの導入費は補助対象になりますか。  

Ｑ２‐２２  省エネ診断書に記載のあるものはすべて補助対象になりますか。  

 

 

 

Ｑ２‐１  省エネ・再エネ設備はどういったものが対象になりますか。  

Ａ２‐１  補助金の交付申請日以前３年以内の省エネ診断の結果報告及びＣＯ２削減計

画に記載のあるＣＯ２削減その他エネルギー削減効果が見込まれる設備が対象になりま

す。（本補助金は令和５年度より始まったため、令和５年４月１日以降の診断報告書が対

象です。）  

例えば、水銀灯の LED 化、コンプレッサー設備の入れ替え、自家消費用の太陽光発電

設備などが想定されます。  

なお、以下の設備は、対象外になります。  

・ 中古品又はリース契約に基づいて導入した設備  

・ 完全親会社（子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。）とその

子会社との間で締結した売買契約に基づき取得した設備  

・ 固定価格買取制度等により発電した電気を全量売電する目的で導入した設備  

・ 家庭用との共用や複数の事業者で共同所有する目的で導入した設備  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐２  省エネ・再エネ設備の補助対象経費を詳しく教えて下さい。  

Ａ２‐２  以下の補助対象経費 (合計が１０万円以上 )が対象になります。  

 

 

 

 

 

 

※ 既存設備の撤去費及び処分費は補助対象外となります。  

※ エアコンのフロンガス回収費用は撤去費とみなします。  

目次に戻る ▶▶ 

 

①購入費  
省エネ・再エネ設備本体の他、省エネ・再エネ設備等の導

入に必要な附属機器の購入に要する経費  

②運搬費  省エネ・再エネ設備の運搬に要する経費  

③据付工事費  補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費  

④設計費  補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費  

 

 



 
 

Ｑ２‐３  消費税、振込手数料は経費に含めて問題ありませんか。  

Ａ２‐３  消費税、振込手数料は対象外になります。経費から消費税、振込手数料を除

いた額が対象経費になります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐４  省エネ診断を実施していない事業所で省エネ・再エネ設備を導入し

ましたが、導入設備は補助対象になりますか。  

Ａ２‐４  補助対象外になります。  

必ず省エネ診断の受診かＣＯ２削減計画を策定してから設備を導入してください。  

省エネ診断の結果やＣＯ２削減計画に設備導入の提案と導入によるエネルギー削減効

果が見込まれる旨の記載がある設備が補助対象となります。  

ただし、導入した設備について、国等の補助金を申請している場合は市から補助金を

受けられる場合があります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐５  インターネットで出来るセルフ省エネ診断に基づいて省エネ・再エ

ネ設備を導入しますが、補助対象になりますか。  

Ａ２‐５  補助対象外になります。  

省エネ診断は、診断機関が実施するもので、かつ、診断結果に補助対象設備の導入提

案に関連する事項、ＣＯ２削減量等のエネルギー削減効果等の記載があり、専門家が中

小企業者に出向いて省エネの余地を調査し、省エネ活動等を提案する必要があります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐６  自社社員が行った省エネ診断に基づいて省エネ・再エネ設備を導入

しますが、補助対象になりますか。  

Ａ２‐６  補助対象外になります。  

省エネ診断は、診断機関が実施するもので、かつ、診断結果に補助対象設備の導入提

案に関連する事項、ＣＯ２削減量等のエネルギー削減効果等の記載があり、専門家が中

小企業者に出向いて省エネの余地を調査し、省エネ活動等を提案する必要があります。  

目次に戻る ▶▶ 

 



 
 

Ｑ２‐７  省エネ診断の改善案に記載がない省エネ・再エネ設備を導入します

が、補助対象になりますか。  

Ａ２‐７  補助対象外になります。  

省エネ診断の結果やＣＯ２削減計画に設備導入の提案と導入によるエネルギー削減効

果が見込まれる旨の記載がある設備が補助対象となります。  

ただし、導入した設備について、国等の補助金を申請している場合は、市からの補助

金を受けられる場合があります。                    目次に戻る ▶▶ 

 

 

Ｑ２‐８  受診した省エネ診断に基づいて、既に設備を導入しましたが、補助

対象になりますか。  

Ａ２‐８  補助対象外になります。  

診断を実施した後、設備導入に係る交付申請を行わずに実施してしまった場合は対象

外です。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐９  中古品又はリース契約に基づき導入した設備は対象になりますか。 

Ａ２‐９  補助対象外になります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１０  自社の子会社から購入した設備は対象になりますか。  

Ａ２‐１０  完全親会社 (子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社 )とその子

会社の間で売買に基づき取得した設備は補助対象外になります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１１  工場を新設した場合は、対象になりますか。  

Ａ２‐１１  省エネ診断を受けることのできない新設の工場は補助対象外になります。  

なお、工場を新設する場合は、他の補助金の対象になる場合がありますので、工場を

新設する計画がある場合は、事前に市商工課（ TEL0566-95-9895）までご相談下さい。  

 

【市内で工場や事業所を新増設する場合の補助金】  

・ 企業再投資促進補助金のページへ  

・ 中小企業再投資促進事業補助金のページへ  

http://www.hekinan-companysupport.jp/support/saitoushiSokushin.html
http://www.hekinan-companysupport.jp/support/entry-1869.html


 
 

・ 北部産業地進出促進事業補助金のページへ  

目次に戻る ▶▶ 

 

 

Ｑ２‐１２  社用車を電気自動車に替えたいのですが、対象になりますか。  

Ａ２-１２  車両に関する経費は補助対象外になります。  

ただし、環境課による次世代自動車購入費補助金が活用できる可能性がありますので、下記ま

でお問い合わせいただくか、環境課ホームページをご覧ください。 

 

■次世代自動車購入費補助金に関するお問い合わせ先  

碧南市役所  経済環境部  環境課  環境保全係  電話番号  (0566)95-9900 

＞＞環境課ホームページ（次世代自動車購入費補助金のページ）へ 

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１３  省エネ診断後、太陽光発電を導入しますが、注意点はあります

か？  

Ａ２‐１３  自家消費型を対象としていますので、固定価格買取制度（ＦＩＴ、ＦＩＰ）

等により発電した電気の全量を売電する場合は対象外になります（自家消費型であるこ

とを証明いただくために、再生可能エネルギー発電事業計画の認定通知書の写しもしく

は、見積書及び配置図にて確認を行います。）  

また、家庭用との共用や複数の事業者で共同所有する装置、中古品やリース契約によ

る装置も対象外になります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１４  １年度内に何回申請することができますか。  

Ａ２‐１４  同一年度内において、一の補助対象者につき１回を限度とします。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１５  いつまでに設備を導入する必要がありますか。  

Ａ２‐１５  本補助金は年度単位での事業になります。事業着手する年度の２月末日ま

でに交付申請を行い、３月末日までに設備導入、支払いを完了し、完了の日から起算し

て３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに市に実績報告

書を提出する必要があります。早めのご相談、ご申請をお願いします。  

http://www.hekinan-companysupport.jp/support/entry-1868.html
https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/subsidy/17021.html


 
 

※ 国補助金等への上乗せ支援の場合はこの限りではありません。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１６  国等の補助金・助成金を申請していても市の補助金は受けられま

すか。  

Ａ２‐１６  省エネ及び再エネに係る国その他の機関が実施する補助金等を申請されて

いる場合、国等の補助金額が確定した段階で市商工課企業応援係（ TEL0566-95-9895）ま

でご相談下さい。  

国等の補助金の補助対象経費から国等の補助金額を差し引いた自己負担額に対し、市

からの補助金を受けられる場合が有ります。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１７  併用できる国の補助金は何がありますか？  

Ａ２‐１７  「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金【経済産業省】」、

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金【経済産業省】」、「工場・事業場における先導的

な脱炭素化取組推進事業（ＳＨＩＦＴ事業）【環境省】」などがあります。  

その他の補助金については市商工課（ TEL0566-95-9895）までご相談ください。  

 

・ 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金【経済産業省】のページへ  

・ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金【経済産業省】のページへ  

・  工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（ＳＨＩＦＴ事業）【環境省】のペ

ージへ  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１８  この補助金の交付を受けた設備に対し、何か制限はありますか？  

Ａ２‐１８  耐用年数が経過するまでは、売ったり、貸したり、処分したりできません。

万が一、故障等により交換が必要な場合は、事前にご相談ください。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐１９  ノートＰＣ、家庭用プリンターは補助対象になりますか。  

Ａ２‐１９  ノート PC や家庭用プリンターなどは備え付けられた機器ではなく、持ち運

びが可能で、汎用性も高い為対象外になります。  

目次に戻る ▶▶ 

https://sii.or.jp/koujou06r/
https://sii.or.jp/setsubi06r/
https://shift.env.go.jp/


 
 

Ｑ２‐２０  DIY 品は補助対象になりますか。  

Ａ２‐２０  DIY 等補助対象者が自ら行う工事の場合は材料代のみ購入費として補助対

象経費になりますが、運搬費、据付工事費、設計費は補助対象外です。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐２１  デマンドの導入費は補助対象になりますか。  

Ａ２‐２１  デマンド導入費が省エネ診断の結果報告に記載されていても、 CO2 削減そ

の他エネルギー削減量が０の設備は補助対象外です。  

目次に戻る ▶▶ 

 

Ｑ２‐２２  省エネ診断書に記載のあるものはすべて補助対象になりますか。 

Ａ２‐２２  省エネ診断書に記載された提案の中でも、補助金の対象経費に該当しない

ものは補助対象外です。補助金の対象経費の内容はＡ２‐２のとおりです。  

補助対象外の例）空冷ファン付き作業服・遮熱塗料・遮熱シート・断熱材等  

目次に戻る ▶▶ 

 

 


